
 

 

 

 

 

教職員在校時に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震対応マニュアル 

【教職員】 

○身を守るよう指示する。 

・教室の場合、机の下に潜り込み、机の脚をつかみ、頭は窓や壁と反対側

に向けて身を守る。 

・カバン、座布団等で頭を保護する。 

・体育館、校庭等の場合、中央に集まり頭を抱えてしゃがむ。 

・廊下等の場合、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」場所

に避難する。 

○児童に安心させるような声をかける。 

○ドアや窓を開けて出口を確保する。 

○火災など二次災害を防止する。 

○負傷者を確認する。 

【管理職】 

○全校児童に避難を指示する。 

【教職員】 

○避難経路の安全を確認する。 

・ドアや窓付近の落下物等危険物を除去し、脱出口を確保する。 

○お・か・し・も（押すな・かけるな・しゃべるな・戻るな）を合言葉と

して、分かりやすい指示で児童の安全を確保する。 

 

 

地震発生 

児童の安全確保 

校舎外避難の決定と指示 

【担任】 

○余震が発生することを想定し、落下物等に注意し冷静に行動するよう指

導する。 

○避難の際、出席簿、ホイッスル、懐中電灯、トランシーバーを携帯する。 

○校庭に集合したら、学年、学級ごとに整列させ、腰を降ろして低い姿勢

で待機させる。 

【教職員・主事】 

○校舎内に児童が残っていないか確認する。 

○教職員・主事は、誘導、負傷者運搬など、連携した行動をとる。 

【管理職・教職員】 

○人員の確認と安否確認を行う。 

【養護教諭】 

○負傷者を確認し、関係機関への通報を行う。 

○児童の不安への対応を行う。 

【管理職・教職員】 

○ラジオ等で、地震についての情報を収集する。 

校舎外避難 

避難後の安全確保 

状況把握 



震度５弱未満の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度５弱以上の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校舎内外の被害状況の点検 

児童の安全確保 

学校周辺の状況確認 

児童の下校 

【教職員・主事】 

○校舎内外の目視による点検をおこない、教室及び体育館の状

況確認を行う。 

【管理職】 

○震度４以上の場合は、連絡メールにて児童の避難状況を配信

する。 

【担任】 

○児童を教室に誘導し、待機させる。 

 

【管理職・教職員】 

○ラジオ等で、地震についての情報を収集する。 

（津波、河川の決壊、周辺の火事等） 

【教職員】 

○通学路の状況確認を行う。（建物や道路の状況） 

 

【管理職】 

○学区域の安全が確認されたら、児童を下校させる指示を出

す。（通常下校・地区別下校・登校班下校） 

○公共交通機関が止まっている場合は児童を保護者の来校ま

で学校に留め置く。 

【教務主任】 

○保護者へ連絡する。 

学校災害対策本部の設置 【管理職】 

○非常配備態勢を取る。教職員各自の役割を確認し校長が業務

を指示する。 

○受水槽、高架水槽の栓を閉じる。ガス元栓を閉じる。機械警

備システムを解除する。 

○被害の状況、負傷者の人数等を把握し、教育本部（教育推進

課庶務係 ５６６２－１６２１）に報告する。 

○救助を要する児童がいる場合は消防へ通報する。 

○ラジオ等で情報を収集する。 

【教職員】 

○校長の指示により、校舎・校庭・体育館の被害状況を確認す

る。学校周辺の状況把握（施設・住民）も行う。 

○行方不明者を捜索する。 

【養護教諭】 

○負傷者に応急手当てを行う。 

 

※校舎が使えない時は、校庭で待機をする。 

保護者への連絡 【管理職】 

○震度５弱以上の場合は、保護者が引き取りに来るまで児童を

学校に待機させる。 

【教務主任】 

○児童の引き渡しについて保護者に連絡する。引き渡しの開始

を周知させる手段として防災行政無線、緊急連絡メール、学校

ホームページを活用する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生一定期間後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者への引き渡し 【担任】 

○通学路の安全確保、保護者の状況等を総合的に判断し、児童

を保護者等に引き渡す。 

○引き渡しは、災害時引き渡しカードで行う。 

○災害時引き渡しカードに登録していない人が引受人として

来た場合は確認ができるまで引き渡しを行わない。 

緊急避難所の開放 【管理職・教職員】 

○残留児童と避難者の待機スペース（校庭等）を確保する。 

○雨天時や厳寒期は施設の安全確認終了後、体育館に誘導す

る。 

 

避難所開設準備 【管理職・教職員】 

○避難所運営協議会がたちあがったら、避難所開設マニュアル

に基づき、避難所開設準備に当たる。 

 

＜ 緊急職員会議 ＞ 

報告・確認・事後の諸対策を協議 
 

保護者・児童への対応 

①家庭訪問（学級担任） 

②教育相談・心のケア 

（教育委員会 等） 

 

授業の再開 

①施設・設備の修復 

（施設係） 

②授業の再開（担任） 

関係諸機関との連携・対応 

①警察（校長） 

②消防（校長） 

③医療機関（養護教諭） 

④教育委員会（校長） 
 



 

 

登下校時に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の対応 児童等の行動 

地震発生 地震発生 

安否確認のための行動開始 

【管理職・教職員】 

○出勤途中の場合は、

学校に向かう。 

○帰宅途中の場合は、

可能なら学校に戻る。 

【教職員】 

○校内残留児童等の安否を確認する。 

○通学路上の児童等の安否を確認する。 

 

通
学
路
巡
視 

校
内
巡
視 

自
宅
確
認 

【教職員】 

○保護者、地域と連携し、

児童等の所在を確認する。 

○在校中の児童等を校庭に

避難させる。 

児童の安全確保 

【担任】 

○保護者へ確実に引き渡す。 

○家族不在時は、学校待機させる。 

避難後の対応決定 

安全確保 

○カバンや上着等で頭部を保護

し、身を低くする。 

○建物、ブロック塀、窓ガラスか

ら離れる。 

○車道に出ない。 

安全な場所へ移動 

○揺れが収まったら、状況に応じ

て公園、学校等の避難場所、ある

いは自宅に避難する。 

○自宅や学校に避難することが困

難な場合、教職員や保護者等が来

るまで、そのまま待機する。 

○垂れ下がった電線に近づかな

い。 

○避難所等に避難した場合、安全

の確保ができ次第、家か学校に連

絡する。 

自宅 学校 その他 



 

 

警戒宣言発令時の対応 

１ 注意情報発令時の対応 

（１）教育委員会は、注意情報発令の連絡を受けた時は、小・中学校に連絡する。 

（２）学校は、授業を学級活動に切り替えて、児童に注意情報が発令された旨を伝える。 

（３）地震に対する注意事項、警戒宣言が発令された場合の対応措置を指導する。 

 

２ 警戒宣言が発せられた場合の措置 

（１）在校時 

 ア 授業を打ち切り、警戒宣言が解除されるまで臨時休校とする。 

 イ 児童は校内で保護する。 

 

（２）校外活動時 

 ア 宿泊を伴う校外活動時は、その他の災害対策本部の指示に従うとともに、速やかに学校に連

絡する。 

 イ 校長は、情報を保護者に連絡する。 

 ウ 学校の対応状況を区教育委員会に報告する。 

 エ 日帰り校外活動等の場合は、学校の他、警察、消防等官公署と連携を取り、状況に応じて即

時帰校等の措置をとる。 

 オ 交通機関の運行や道路状況によって帰校することが危険と判断された場合は、近くの小学校、

中学校に避難するなど適宜必要な措置をとる。 

 

（３）登下校時に警戒宣言が発せられた場合 

 ア 登下校時に警戒宣言が発せられた場合、児童は学校や家庭までかかる時間などを考慮し、近

い方に適切に避難する。 

   ※特に教職員の目が届きにくい登下校時においては、児童一人一人が最も安全と考えられる

対応ができるよう、日頃から柔軟に対応することの重要性を指導しておく。 

 

（４）その他の対策 

 ア 児童に対して今後の対応を指示、説明する。 

 イ 保護した児童の人数、保護体制について、教育委員会に報告する。 

 

（５）警戒解除宣言の情報収集 

   学校は、警戒解除宣言の情報を、区災害対策本部、ラジオ、テレビ等から入手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

学校災害対策本部組織 

 

役 内容 担当 

災害対策本部長 ・本部の総括 

・意思決定 

校長 

総務 ・全体指揮 

・避難指示 

・情報収集整理 

・児童及び教職員の安否確認 

・警察、消防等への通報連絡 

副校長 

通報連絡 ・災害情報の収集 

・保護者への引き渡し連絡メールの送信 

・学校ＨＰの非常用切替（更新） 

情報担当 

避難誘導 ・避難誘導 

 

生活指導主任 

・児童等の安全確保 

・保護者との連絡 

・児童等の下校、引き渡し 

各担任 

救助 ・残留児童者の救出 生活指導主任 

生活指導部 

救護 ・児童等被災者の救護 養護教諭 

生活指導部 

施設安全 ・消化 

・施設等の被害状況の点検把握 

・電気、ガス等の安全措置 

・立ち入り禁止措置等の危険回避対応 

・通学路等の被害状況の把握 

各担任 

用務主事 

搬出 ・重要書類等の非常搬出、保管 事務職員 

避難受入 ・避難所開設、運営の支援・協力 教務主任 

各担任 

主要連絡先一覧 

①公的機関 

 区教委指導室  ５６６２－１６３４ 

 葛西警察署   ３６８７－０１１０ 

 江戸川消防署  ３６５６－０１１９ 

②医療機関 

 東京臨海病院  ５６０５－８８１１ 

 江戸川病院   ３６７３－１２２１ 

③学区内避難所 

 避難場（二之江第二小学校） ３６８７－８０３１ 

  


